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区報に
広告を
掲載しませんか

　区内全域に約20万部
を各戸配布しています。
　料金や規格などについ
ての詳しい資料を郵送し
ますので、 問い合わせを。

区報担当／４階
☎（３２２８）８８０５
FAX（３２２８）５６４５

HP
詳しく

で事業承継・M&Aコンサルティング

ご興味ある方は下記にお問い合わせください。
（ご相談は無料です）！

☎03-6300-4606 FAX03-6276-7786     

〒164-0012　東京都中野区本町1-3-12-401
株式会社リバーサイドシンク（川添）

事業承継でお困りの方、
M&Aをお考えの方、
迷わずご相談ください!!

事業承継月5万円～
M&A着手金10万円
（成功報酬別）で
請負います

kawazoe@riverside-t.co.jp

事業承継セミナー (無料）
3月20日（水）13:30～　
新宿SOBIZGATES

参加希望の方は下記に
お問い合わせください。

お子さんのいる方に
おすすめの情報はこちらから

http://tokyo-nakano-city.mamafre.jp/
▲区　トップページの関連サ
　イトにあるこちらのバナー
　からもアクセスできます

　子育てに関する手続きや相談窓口、休日当
番医などをご覧になれます。

子育て応援サイト「子育てナビ」

HP
詳しく

で

か福祉センターまたは自宅で専門相談員
が面談（かんがるー面接）をします。
　みなさんの要望に応じたサービスの情
報を提供し、必要な支援について一緒に
考え、「かんがるープラン」を作成します。
　面談してプランを作成すると、妊娠・
子育て応援ギフト券（1万円相当）をもらえ
ます。ぜひ活用を。
問合せ先のすこやか福祉センター
☆平日＝午前8時半～午後7時、土曜日＝
午前8時半～午後5時に利用できます
①南部／弥生町５－１１－２６
　　　☎︎（３３８０）５５５１・ＦAX（３３８０）５５３２
②中部／中央３－１９－１
　　　☎︎（３３６７）７７８８・ＦAX（３３６７）７７８９
③北部／江古田４－３１－１０
　　　☎︎（３３８８）０２４０・ＦAX（３３８９）４３３９
④鷺宮／若宮３－５８－１０
　　　☎︎（３３３６）７１１１・ＦAX（３３３６）７１３４
☆お住まいの地域を担当するすこやか福
祉センターが分からない場合は、区
で確認するか、②中部すこやか福祉セン
ターへ問い合わせを
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２月２８日は介護保険料・
後期高齢者医療保険料２月

（１１期）分の納期限です
忘れずに納付を
☆口座振替の方は、事前に
残高の確認を

平成30年度分の補助金の
申請はお済みですか
　次の①②の平成30年度分の補助を受
けるには、いずれも期限日必着で申請し
てください。期限日を過ぎての申請はで
きないので、ご注意を。
　補助の対象や申請書などについて詳し
くは、各担当へ問い合わせてください。

①私立幼稚園等園児の保護者補助金
幼稚園・認定こども園担当／３階
☎（３２２８）８７５４　FAX（３２２８）５６６７
期限日　3月8日（必着）
　私立幼稚園、または都が認定した幼稚
園類似施設にお子さんを通わせている区

内在住の保護者の方が対象。入園料と保
育料、または入園時に支払う特定負担額
の一部の補助を受けられる制度です。

②外国人学校児童・生徒保護者補助金
学事担当／５階
☎（３２２８）５４５９　FAX（３２２８）５６８０
期限日　3月31日（必着）
　都の認可を受けている外国人学校に通
う、義務教育課程に相当する年齢のお子
さんがいる外国籍の保護者の方が対象。
授業料の一部の補助を受けられる制度で
す。補助額は、8,000円（上限）×授業料
を支払った月数（所得制限あり）。

妊娠中の方へ　
「かんがるープラン」を作って
妊娠・子育て応援ギフト券を
受け取りましょう
中部すこやか福祉センター
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　区内在住の妊婦さんを対象に、すこや

⑤東京都愛の手帳１度・２度
⑥国家公務員共済組合法等の法令による
障害年金証書等
☆当てはまる方は、後期高齢者医療担当
に相談を
障害認定を受けた場合
　それまでの健康保険を脱退し、認定を
受けた日から後期高齢者医療制度に加入
することになります。
　保険料や窓口での医療費の自己負担割
合は、加入の前後で変わる可能性があり
ます。加入していた健康保険や世帯状況
などによっては、負担が増える場合もあ
るので、ご注意ください。
☆加入しても、７５歳の誕生日前であれば
脱退することが可能

条件に当てはまる６５歳以上７５歳未満の
方も、申請して東京都後期高齢者医療広
域連合の障害認定を受けることで、後期
高齢者医療制度に加入できます。
条件　次のいずれかをお持ちの方
①国民年金証書（障害年金１級・２級）
②身体障害者手帳１級～３級
③身体障害者手帳４級の一部（次のいずれ
かに該当する方）
●下肢障害４級１号（両下肢の全ての指を
欠くもの）
●下肢障害４級３号（１下肢を下

か

腿
たい

２分の１
以上で欠くもの）
●下肢障害４級４号（１下肢の著しい障害）
●音声・言語機能障害
④精神障害者保健福祉手帳１級・２級

６５歳以上７５歳未満で一定の障害のあ
る方へ　

「障害認定」を受けると後期高
齢者医療制度に加入できます
後期高齢者医療担当／２階
☎（３２２８）８９４４　FAX（３２２８）５６６１

　後期高齢者医療制度の被保険者（加入
者）は一般的には７５歳以上ですが、次の

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

HP
詳しく

で

は、区　で詳しい内容をご覧になれます
HP
詳しく

で

　はホームページ 区　から、　　は電子申請が、　　は申請書などのダウンロードが可
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